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私
た
ち
は
い
じ
め
を
許
し
ま
せ
ん

い
じ
め
は
、
重
大
な
人
権
侵
害
で

す
。
人
と
し
て
絶
対
に
許
さ
れ
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全

て
の
学
校
、
全
て
の
学
級
、
そ
し
て
、

全
て
の
子
ど
も
に
起
こ
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
卑
劣
な
行
為
で
あ

る
い
じ
め
を
許
し
ま
せ
ん
。
人
間
力

や
心
を
育
て
る
教
育
を
進
め
、
学
校

と
家
庭
、
地
域
社
会
と
連
携
・
協
力

し
な
が
ら
、
い
じ
め
撲
滅
に
全
力
で

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

いじめ撲滅３つの方針

［学校の取り組み］［教育委員会の取り組み］

［子
こ

どもたちへ］

［保護者の皆さんへ］

［地域の皆さんへ］

一人で悩まず話を聞かせて

見逃さないで！「小さなサイン」

◦いじめの早期発見に努めます
「いじめアンケート」や「いじめチェックシー 

ト」で情報収集を行います。また、教育相談を行 
い、子どもとの信頼関係を築きます。
◦全職員が協力して取り組みます

一日でも早くいじめを解決するため、全職員が
力を合わせます。
◦豊かな人間性を育みます

命や人権を学ぶ授業を行います。また、子ども
同士の意見交換の場を設け、お互いを認め合うこ
との大切さを教えます。

◦担当者を学校に派遣します
解決が難しいいじめの場合、

担当者を学校に派遣し解決に
当たります。
◦専門員を派遣します

心のケアや教室での見守り
が必要な場合、スクールカウ
ンセラーや学校支援員などをすぐに配置します。
◦いじめている側への指導を行います

警察や児童相談所などと連携し、必要に応じて
いじめている側へ直接指導を行います。

あなたの周
まわ

りに、掃
そう

除
じ

を一
ひ と り

人でやらされていたり、い
つも一

ひ と り

人で寂
さび

しそうにしていたりしている人
ひと

はいません
か？

いじめは卑
ひ

劣
れつ

で恥
は

ずかしい行
こう

為
い

です。絶
ぜつ

対
たい

にいけませ
ん。いじめを見

み

かけたときは、先
せん

生
せい

やお父
とう

さんお母
かあ

さん
に教

おし

えてください。
今
いま

、いじめを受
う

けている人
ひと

。あなたには必
かなら

ず味
み

方
かた

がい
ます。お父

とう

さんお母
かあ

さんや先
せん

生
せい

に、つらく苦
くる

しい気
き

持
も

ち
を教

おし

えてください。

日頃から子どもとのコミュニケーションを大切にしま
しょう。その中で「私たちはあなたの味方だよ」という
気持ちを伝えてください。また、子どもが発する「小さ
なサイン」を見逃さないようにしてください。

そして、いじめは絶対にしてはいけない行為だという
ことを子どもに伝えてください。

いじめをなくすには地域での取り組みが欠か
せません。登下校中の子どもへあいさつや声掛
けを行うなど、温かな目で子どもたちの見守り
をお願いします。また、いじめを見かけたら毅
然とした態度で注意してください。

地域の行事などで、一人で寂しそうに参加し
ている子どもを見かけた場合は、声掛けや友だ
ちとの橋渡しをお願いします。

プラザ相談室ではいじめに関する相談にのって
います。「いじめられていてつらい」「うちの子が
いじめを受けているかも」そんな場合は、悩まず
に相談してください。専門の相談員が話を伺いま
す。あなたの気持ちを聞かせてください。

いじめを受けている子どもは小さな
サインを発しています。いつもと様子
が違うなと思ったら、まずはしっかり
と話を聞いてあげてください。
〈小さなサインの例〉
・家族との会話が少なくなる
・学校の話題を避ける
・家からお金を持ち出す
・友だちの話をしなくなる
・感情の起伏が激しくなる
・外出したがらなくなる
・食欲がなくなる
・登校を渋る、遅刻・早退が多い
・弟や妹、ペットをいじめる

日時＝〈月曜～金曜〉午前９時～午後７時
　　　〈土曜〉午前９時～午後５時
住所＝岩神町三丁目1―1・総合教育プラザ４階
電話＝230―9090
Ｅメール＝soudan@mail.menet.ed.jp

い
じ
め
撲
滅
宣
言

いじめは絶対に許しません。毅然とした態度で取り組み
ます。

いじめを受けて困っている子どもたちや保護者が相談し
やすい体制の充実を図ります。あなたの気持ちを聞かせ
てください。

「いじめはきっとある」という視点から、早期発見に努
めます。「いじめアンケート」「いじめチェックシート」
などを実施し、子どもたちからのサインを見逃しません。

方針１　いじめを許さない

方針２　いじめを見逃さない

方針３　�聞かせてほしい。あなたの悩み

問
い
合
わ
せ
は
　
青
少
年
支
援
セ
ン
タ
ー　
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